
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

老人福祉事業収益

児童福祉事業収益

保育事業収益

収 就労支援事業収益 46,833,111 45,845,717 987,394

サ 益 障害福祉サービス等事業収益 81,704,496 86,740,471 △ 5,035,975

｜ その他の事業収益 2,310 391,704 △ 389,394

ビ 経常経費寄附金収益 141,000 109,360 31,640

ス その他の収益 4,160,340 △ 4,160,340

活 サービス活動収益計(1) 128,680,917 137,247,592 △ 8,566,675

動 人件費 75,235,750 79,010,125 △ 3,774,375

増 事業費 1,080,277 940,220 140,057

減 事務費 6,145,421 8,333,977 △ 2,188,556

の 就労支援事業費用 45,359,530 45,117,404 242,126

部 費 利用者負担軽減額

用 減価償却費 9,329,721 9,667,817 △ 338,096

国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 7,458,898 △ 7,817,028 358,130

徴収不能額

徴収不能引当金繰入

その他の費用

サービス活動費用計(2) 129,691,801 135,252,515 △ 5,560,714

△ 1,010,884 1,995,077 △ 3,005,961

借入金利息補助金収益 237,290 259,386 △ 22,096

サ 受取利息配当金収益 14 3 11

｜ 収 有価証券評価益

ビ 益 有価証券売却益

ス 投資有価証券評価益

活 投資有価証券売却益

動 その他のサービス活動外収益 437,040 67,200 369,840

外 サービス活動外収益計(4) 674,344 326,589 347,755

増 支払利息 237,290 259,386 △ 22,096

減 有価証券評価損

の 費 有価証券売却損

部 用 投資有価証券評価損

投資有価証券売却損

その他のサービス活動外費用

サービス活動外費用計(5) 237,290 259,386 △ 22,096

437,054 67,203 369,851

△ 573,830 2,062,280 △ 2,636,110

施設整備等補助金収益 3,156,000 3,156,000 0

施設整備等寄附金収益 150,000 △ 150,000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

収 固定資産受贈額

益 固定資産売却益

拠点区分間繰入金収益

事業区分間固定資産移管収益

特 拠点区分間固定資産移管収益

別 その他の特別収益 459,683 △ 459,683

増 特別収益計(8) 3,156,000 3,765,683 △ 609,683

減 基本金組入額

の 資産評価損

部 固定資産売却損・処分損 2 2

固定資産除却・廃棄費用

費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

用 国庫補助金等特別積立金積立額 3,156,000 3,156,000 0

(単位：円) 

勘 定 科 目

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

第二号第四様式　（第二十三条第四項関係）

ワークス岩西拠点区分  事業活動計算書 
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人  豊橋市福祉事業会



拠点区分間繰入金費用

事業区分間固定資産移管費用

拠点区分間固定資産移管費用

その他の特別損失

特別費用計(9) 3,156,002 3,156,000 2

△ 2 609,683 △ 609,685

△ 573,832 2,671,963 △ 3,245,795

繰差 37,172,041 35,345,078 1,826,963
越額 36,598,209 38,017,041 △ 1,418,832
活の 0 0 0
動部 3,715,000 1,507,000 2,208,000
増　 1,941,000 2,352,000 △ 411,000
減　
　　

次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

38,372,209 37,172,041 1,200,168

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

前期繰越活動増減差額(12)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)

特別増減差額(10)=(8)-(9)


